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土森委員長 

 

 

 

 

 ただいまから、議会運営委員会を開く。 

本日は、先般発生した熊本地震による被災地に対する災害義援金について御協議願

うため、急遽お集まりいただいた。 

それでは、お手元の協議事項の順に進めてまいりたいので、御協力願う。 

 

          １．災害義援金について                                

土森委員長 

 

 

 

 

 

 

林総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土森委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武石議長 

 

 

中島局長 

 

初めに、先般発生した熊本地震により甚大な被害が生じている。 

とうとい命を犠牲とされた方々に対し、衷心より哀悼の意をあらわすとともに、被

災された方々に心からお見舞いを申し上げる次第である。 

県議会としては、このような大変大きな被害が生じた場合、過去の例を見てみると、

被災地に対して災害義援金をお送りしているので、まず過去の災害時の対応等につい

て事務局に説明をさせる。林総務課長、説明願う。 

 

 他県の自然災害に対する義援金の執行状況について説明させていただく。平成３年

の長崎雲仙普賢岳の噴火による災害、平成５年の北海道南西沖地震による災害及び鹿

児島県集中豪雨による災害の際にはいずれも議員１人当たり１万円を集めさせてい

ただき、見舞金を送らせていただいている。また、平成７年の阪神淡路大震災の際に

は議員互助会から100万円、平成23年の東日本大震災の際には議員１人当たり２万円

程度を集めさせていただき、野球同好会、議員互助会からの拠出と合わせて200万円

を送らせていただいている。今回、熊本の地震についての対応を御検討いただきたい。 

 なお、議員互助会の平成27年度末の残高は87,433円しかないので、今回、議員互助

会からの拠出は困難だと考えている。 

 また、四国の他県の状況については、愛媛県が、知事部局でも対応するのであれば、

議長交際費と議員の親睦団体の会費を集め、合わせて50万円程度の見舞金を検討して

いるとのことである。徳島県、香川県については今のところ未定である。 

 なお、知事部局においては、県外での災害時の見舞金の制度があり、30万円の見舞

金を執行する予定と聞いている。 

 説明は以上である。御審議のほど、よろしくお願いする。 

 

 ただいま総務課長から説明のあった過去の対応状況や、現在、議員互助会は、災害

義援金の拠出を行える状況ではないことなどを踏まえ、先日各派代表者会で御協議い

ただいたところである。 

その結果、熊本地震による被災地に対して、県議会から災害義援金を送ることとし、

各議員が１万円の個人負担をした上で、議連からの拠出金を加えることにより総額50

万円とする方向で取りまとめている。各会派に持ち帰った上で、最終的には、議会運

営委員会で決定することとなっているので、各会派、持ち帰って協議していただいて

いると思うが、このことについて、このように決めてよろしいか。 

 

(異議なし） 

 

今、林総務課長の説明の事例の中で、愛媛県議会の議長交際費という点があったが、

このことについて各派代表者会でも質問が出た。そこのところを事務局、説明願う。 

 

これまでの高知県の公金を使っての支出ということで言うと、先ほど説明したよう

に地域福祉部の所管になり、そちらのほうが予備費を取り崩し30万円の支出をする予
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土森委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土森委員長 

 

定としており、それを高知県としての見舞金として出すという形をとっている。知事

の交際費、議長の交際費からは出していないというのが、高知県の今までの慣例であ

る。 

 

その件について、先ほど議長が言われたように各派代表者会でも意見が出た。私も

以前、公共交通議連の役員会があり、そのことを確認させていただいた。愛媛県は、

こういう災害時に義援金を送る場合、議長交際費から30万円を拠出することができる

こととなっている。高知県の場合は、それがない。そのため、ただいま説明させてい

ただいたとおり、各派代表者会で協議させていただいたところである。御了承いただ

きたい。 

 それでは、先ほど調整した方向で、高知県議会から災害義援金を送ることとし、各

議員が１万円の個人負担をした上で、議連からの拠出金を加えることにより総額50万

円とすることで御異議ないか。 

 

(異議なし） 

 

それでは、さよう決する。 
なお、各議連の負担割合や送付先等の細部については、正副議長及び正副委員長に

一任願う。 

なお、参考として。議長のほうで各派代表者会で御協議いただいたわけであるが、

全員参加の議連から負担を願うということである。その議連は林活議連、新エネ議連、

観光議連、公共交通議連で、その４議連の会長に対してこのことについての要請を議

長にお願いするということになっているので、よろしくお願いする。 

 

          ２．その他                               

土森委員長 

 

 

 

土森委員長 

 

最後に、その他であるが、何かないか。 

 

（な  し） 

 

それでは、協議事項は以上である。 

以上で、議会運営委員会を終わる。 
 

         


